（R06　夏　府高教　専門部【実習教員部】）
項目１
○　給料表の改定については、基本的に本府人事委員会の勧告を踏まえてきており、その取扱いについては、国、他府県の動向や本府の財政状況等を総合的に勘案しなければならないと考えている。
項目２，３
○　総括実習教員の選考は、公正・平等に行っているところ。

○　総括実習教員については、実習教員の業務を総括する職と位置付け、取りまとめ等を行うこととしているため、職の任用数に一定の制限を設けざるを得ないことから、任用枠の拡大は困難である。
項目４
○　総括実習教員等について定年後は実習教員として再任用されており、高等学校等教育職給料表の２級は総括実習教員の職務の級とされていることから、実習教員に２級を適用することは困難である。
項目５
○　今後とも社会保険制度については、注視してまいる。
項目６
○　新規採用者の被服貸与については、他の職員と同様に総務事務システムによりサイズ入力等の事務処理が必要であることから、ご要望に応じることは困難。今後とも総務サービス課、契約局と一層の連携を図り、より早期に支給できるよう努めてまいる。
項目７
○　採用選考の受験資格年齢については、キャリア形成の観点から設定しているものである。

〇　今後とも、学校運営に支障がでないよう、一層適正な定数及び人事管理に努めてまいりたい。
項目８
〇　実習教員の再任用制度については、皆様と協議を行い、フルタイム勤務又は短時間勤務を選択することができることとしている。また、任期更新時に、再任用運用期間中、原則１回に限り、学校運営上支障のない範囲で勤務形態の変更を認めることとしている。

○　短時間勤務については、週３日・４日・５日勤務の割振りを可能としているところ。
○　引き続き、勤務労働条件に関わる事項について皆様方と十分に協議を行ってまいる。
項目９
○　職場環境等の整備に係る合理的配慮に関しては、障がい者である職員の方からの職業生活に関する相談及び合理的配慮の申出等の相談窓口となる障がい者職業生活相談員を選任し、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」を策定している。

同計画に基づき、障がい者の活躍を推進するための環境整備を進めているところ。

○　障害者の雇用の促進等に関する法律等の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応してまいる。

項目１０、１１
○　行財政計画（案）及び財政再建プログラム（案）において実習教員については、国配置基準を上回る定数を削減するとともに、府単独措置である非常勤補助員の配置を廃止したもの。
項目１３
○　新聞の配備については、各学校の学校管理費を活用していただいているところ。
項目１４
○　教職員人事においては、「大阪府公立学校教職員人事基本方針」を定め、これに基づき実施している。今後とも各学校の実情に応じて教職員の適正な配置を図り、学校に清新の気風を醸成するとともに、教職員の経験を豊かにし、資質の向上を図るため、校長・准校長の具申を基に計画的に進めてまいりたい。
項目１７
○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

○　平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきたところ。

　

〇　今年度８月に実施する「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでまいりたい。
項目１９，２０，２１
〇　現在、教育庁では、平成16年度に設置した府立高校の普通教室等の空調設備の更新や府立学校の体育館への設置、平成30年度からは支援学校の特別教室への設置に取り組んでいるところ。

　　
○　府立高校の特別教室の空調設備については、各校の音楽室やＬＡＮ教室に加え、視聴覚教室など、使用頻度の高い３教室も対象に設置している。

○　平均気温の上昇や猛暑日の増加など環境の変化を踏まえ、特別教室の使用状況等を検証した上で、生徒の学習環境の改善に必要な対策を検討してまいる。

○　また、教員については、職員室に空調設備を設置済みであるが、職員室内にすべての教員の席が確保できない学校については、各校の状況を確認しながら、個別に対策を検討してまいる。
項目２２
○　理科・家庭科の備品・消耗品の更新については、限られた予算の範囲内で各校と調整しながら対応しているところ。本府の財政状況は極めて厳しい状況にあるが、今後とも引き続き予算の確保に努めてまいる。

○　学校で保管している不用薬品等の廃棄処理について、平成11年２月23日付け教委高第926号により通知しており、その中で、平成11年度以降、すべての不用薬品については、各学校で執行計画を定め、学校管理費の範囲で各学校が処理業者と契約し処理することとしている。
○　廃液の回収については、各学校へ配当している予算にてご対応いただいているところ。今後も各学校の実情に即した予算配分に努めてまいる。

○　廃液処理により、既存の学校予算が不足する場合は、実情に即した予算配分に努めてまいる。

○　厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも必要な予算額の確保に努めてまいりたい。
項目２３
○　学校で保管している不用薬品等の廃棄処理について、平成11年２月23日付け教委高第926号により通知しており、その中で、平成11年度以降、すべての不用薬品については、各学校で執行計画を定め、学校管理費の範囲で各学校が処理業者と契約し処理することとしている。
○　使用していない化学薬品の処分については、廃液処理と同様に各学校へ配当している予算にてご対応いただいているところ。今後も各学校の実情に即した予算配分に努めてまいる。

○　使用していない化学薬品の処分により、既存の学校予算が不足する場合は、実情に即した予算配分に努めてまいる。

○　厳しい財政状況の中ではあるが、今後とも必要な予算額の確保に努めてまいりたい。
項目２４
○　教員は教育公務員特例法第21条の規定からも、その職責を遂行するために、勤務時間の内外を問わず絶えず、非常に幅広い研究と修養に努めなければならないことから、研修は大いに奨励されなければならないものである。

○　しかし、教育公務員特例法第22条第2項に基づく勤務場所を離れて行う研修については、勤務時間中に職務に専念する義務を免除され、有給で行われるものであることから、承認研修としてふさわしい内容、意義を有することはもとより、府民から十分理解が得られるよう適切な運用がおこなわれなくてはならない。

○　そのため、平成17年９月21日付け「教育公務員特例法第22条第２項に基づく研修の制度運用について（通知）」及び平成21年３月30日付け「夜間定時制課程等における課業期間中の承認研修の取扱について（通知）」などの通知を各府立学校長に通知しているところ。

○　今後とも、教員の資質向上を図るため、研修の充実や機会提供に努めて参りたい。
○　職務専念義務は職員の基本的な義務だが、免除される場合がある。これはあくまで職務専念義務の例外として、公務優先という基本原則に対する限定的、例外的特例として認められるものであるため、みだりに職務専念義務の例外（職務専念義務の免除）を認めることは許されない。

○　職務専念義務の免除については、地方公務員法第３５条により規定され、本府においては、職務専念義務の特例を「職務に専念する義務の特例に関する条例」及び「職務に専念する義務の特例に関する規則」により定めている。

○　ご要求について、職務専念義務免除の対象とすることは、困難である。
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